
- 1 - 

陳 情 文 書 表 

令７陳情第１１号 令和７年５月２２日受理 

件  名 
日米地位協定の抜本改定を求める意見書を国に提出することを

求める陳情書 

 

陳 情 者 

 

綾瀬市寺尾台２－３１－２４ Ａ－１０２ 

 自主・平和・民主のための広範な国民連合・神奈川 

  世話人 越川 好昭 

陳 情 の 要 旨 

２０２４年沖縄では、米兵による２件の女性暴行事件が発覚しましたが、６

月の県議選が終わるまで、県に対してさえ明らかにされないという事態が起

きました。このような事件・事故が二度と起きないよう、沖縄県では１２月に

県民大会を開催し、約２，５００人の県民の方々が参加して、日米地位協定の

改定を求めました。 

神奈川県でも、昨年から今年にかけて、日米地位協定の改定が必要な事件・

事故が相次いで発生しています。 

厚木基地の航空機騒音に苦しむ多くの県民が、第五次の騒音訴訟に参加し

ており、これについては昨年１１月、横浜地裁の判決が出ましたが、米軍機の

飛行機差止めについて、裁判所は一貫して「米軍の行為は裁判できない」とし

て取り上げず、門前払いが続いています。 

また、昨年８月には海老名市に、１０月には茅ヶ崎市に米軍ヘリが臨時着陸

しましたが、日米地位協定の取決めにより、どちらの場合も県警は現場検証で

きず、原因究明することすらできませんでした。 

横須賀市では米兵による交通事故が昨年９月と今年２月・４月にあり、２件

は死亡事故でした。そのうち９月と４月の事故では、当該米兵を米軍が基地内

に連れ去りました。米兵による相次ぐ交通事故について横須賀市長は、「米軍

による交通安全教育の効果に疑問を持たざるを得ない」と怒りのコメントを

しています。 

逗子市では２０２２年７月、米兵による傷害事件が発生しました。その民事

訴訟裁判において、横浜地裁は今年４月２５日、当該米兵に約１，６００万円

の損害賠償を命じました。日米地位協定では、米兵に支払い能力がない場合、

被告に代わって米国政府が支払うよう請求できることになっていますが、実
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際は、米国政府による支払いが裁判所の確定判決による額に満たない場合が

あり、そのような場合には日本政府がその差額を埋めるという制度（ＳＡＣО

見舞金制度）が設けられています。これも全額米国政府が支払うように改める

必要があります。 

いずれの事案についても、日米地位協定において、米軍関係者が起こした事

件・事故について日本国内法の適用が最優先されるという原則が確立されて

いないことに根本的な問題があると言えます。 

日本同様に第二次世界大戦の敗戦国であるドイツ、イタリアを含め、ＮＡＴ

О諸国も米国との地位協定を結んでいますが、いずれの国においても、米軍関

係者の事件・事故については自国の国内法を適用することが原則とされてい

ます。 

石破茂首相は就任直後、２０年前の沖縄国際大学に米軍ヘリが墜落した事

故に言及して、「当時、沖縄県警が全く触れられずに機体は全部米軍に回収さ

れた。こんなのは主権独立国家ではない。地位協定は改定したい」と日米地位

協定の改定に意欲を示しました。また昨年１２月３日には、国会の議場でも

「日米地位協定については、自民党の中で議論するよう指示した」と答弁して

います。 

沖縄県と全国知事会は、何度も日米地位協定の改定を求める要望を国に提

出しています。このように、不平等な日米地位協定の抜本的改定は、永年、国

民の念願するところとなっています。 

時の総理が改定を求めている今こそ、改定の絶好の機会です。 

 以上の点から、次の事項について、地方自治法第９９条の規定に基づき、国

に対して意見書を提出していただきたく陳情いたします。 

 

陳情事項 

 国民が永年念願してきたように、現在の日米地位協定の不平等な実態を改

めるために、日米地位協定を抜本的に見直し、米軍関係者による事件・事故等

については日本の法令を第一に適用することを原則とするよう、国に対して

意見書を提出すること。 


